
※（）は人数

理事(9～11) 評議員(18～23)
・ 地域福祉関係団体 ・ 地域福祉関係団体

・ 当事者団体 ・ 当事者団体

・ 専門機関 ・ 専門機関

・ 学識経験者 ・ 学識経験者

・ 地域福祉関係団体部会(A区分)

・ 当事者団体部会 (B区分)

・ 専門機関部会 (C区分)

・ 評議員選任・解任委員会

・ 広報紙編集委員会

・ 業者選定委員会

・ 区社協助成金等・配分委員会

・ 地区社会福祉協議会分科会

・ ボランティア・市民活動関係分科会

第１種 公私社会福祉事業施設

第２種 民生委員児童委員

第３種 地区社会福祉協議会

第４種 自治会・町内会

第５種 障害者団体等当事者団体

第６種 ボランティア・市民活動団体

第７種 社会福祉に関係ある団体

第８種 社会福祉関係行政機関

第９種 学識経験者
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